
大 阪 府 規 則 第 八 十 一 号 

大 阪 府 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 大 阪 府 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 大 阪 府 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。 

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。 
改 正 後 改 正 前 

  

（ 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ） 
 一 （ 略 ） 
 二 事 業 者 以 外 の 者 に よ り 説 明 会 の 公 正 、 円 滑

な 実 施 が 著 し く 阻 害 さ れ 、 説 明 会 の 目 的 を 達

成 す る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る

こ と 。 
 
 

第 百 一 条 の 二 （ 略 ） 
 
 

第 百 一 条 の 三 （ 略 ） 
 

別 表 第 一 （ 第 三 条 関 係 ） 

一 条 例 別 表 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

二 条 例 別 表 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

三 条 例 別 表 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

四 条 例 別 表 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

五 条 例 別 表 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 

 備 考 三 の 項 及 び 四 の 項 の 出 力 に は 、 大 阪

府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十

七 年 大 阪 府 条 例 第 百 号 ） 第 三 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 発 電 設 備 の 出

力 を 含 ま な い も の と す る 。 

六 条 例 別 表 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
  

備 考 （ 略 ）  

七 条 例 別 表 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

八 条 例 別 表 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

備 考 

１ 燃 料 及 び 原 料 の 量 の 重 油 の 量 へ の 換

算 に 当 た っ て は 、 第 五 号 の 表 三 の 項 及 び

（ 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 ） 

第 二 十 四 条 （ 略 ） 
 一 （ 略 ） 
 二 事 業 者 以 外 の 者 に よ り 説 明 会 の 公 正 、 円 滑

な 実 施 が 著 し く 阻 害 さ れ 、 説 明 会 の 目 的 を 達

成 で き な い こ と が 明 ら か で あ る こ と 。 
 
 

（ 都 市 計 画 に 係 る 手 続 と の 調 整 ） 
第 百 一 条 の 二 （ 略 ） 

 

（ 事 業 者 の 行 う 環 境 影 響 評 価 と の 調 整 ） 

第 百 一 条 の 三 （ 略 ） 
 

別 表 第 一 （ 第 三 条 関 係 ） 

一 条 例 別 表 の 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  
（ 略 ） 

 

二 条 例 別 表 の 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

三 条 例 別 表 の 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

四 条 例 別 表 の 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

五 条 例 別 表 の 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 

 
 
 
 
 

六 条 例 別 表 の 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
  

備 考 （ 略 ）  

七 条 例 別 表 の 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

八 条 例 別 表 の 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

備 考 

１ 燃 料 及 び 原 料 の 量 の 重 油 の 量 へ の 換

算 並 び に 平 均 排 出 水 量 の 算 定 に 当 た っ



四 の 項 並 び に 第 六 号 の 表 一 の 項 及 び 三

の 項 の 対 象 と な っ た 事 業 に 係 る ば い 煙

発 生 施 設 等 並 び に 大 阪 府 温 暖 化 の 防 止

等 に 関 す る 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 届 出 に 係 る 発 電 設 備 の 燃 料 及

び 原 料 の 量 を 重 油 に 換 算 し た 量 は 、 こ れ

を 算 定 し な い 。 

２ 平 均 排 出 水 量 の 算 定 に 当 た っ て は 、 第

五 号 の 表 三 の 項 及 び 四 の 項 並 び に 第 六

号 の 表 一 の 項 及 び 三 の 項 の 対 象 と な っ

た 事 業 に 係 る 特 定 施 設 等 の 平 均 排 出 水

量 は 、 こ れ を 算 定 し な い 。 

３ 施 設 の 増 設 又 は 施 設 の 廃 止 を 伴 う 当

該 施 設 と 同 一 の 種 類 の 施 設 （ ご み 処 理 施

設 及 び 産 業 廃 棄 物 焼 却 施 設 に あ っ て は 、

処 理 す る 一 般 廃 棄 物 又 は 産 業 廃 棄 物 の

種 類 が 廃 止 す る 施 設 と 同 一 の も の で あ

る も の に 限 る 。 ） の 設 置 （ 以 下 備 考 ３ に

お い て 「 更 新 」 と い う 。 ） の 場 合 に あ っ

て は 、 燃 料 及 び 原 料 の 量 を 重 油 に 換 算 し

た 量 並 び に 平 均 排 出 水 量 と は 、 そ れ ぞ れ

増 設 又 は 更 新 の 後 に 増 加 す る こ と と な

る 重 油 に 換 算 さ れ た 量 及 び 平 均 排 出 水

量 と す る 。 

４ （ 略 ） 

項 原 料 の 種 類 （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

二 

令 別 表 八 の 項 に 掲 げ

る 触 媒 再 生 塔 に お い

て 用 い ら れ る 原 料 

（ 略 ） 

三 

令 別 表 十 二 の 項 に 掲

げ る 電 気 炉 （ ア ー ク

炉 に 限 る 。 ） に お い て

用 い ら れ る 原 料 

（ 略 ） 

四 

令 別 表 十 三 の 項 に 掲

げ る 廃 棄 物 焼 却 炉 に

お い て 用 い ら れ る 一

般 廃 棄 物 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

５ 一 の 項 に お け る 燃 料 の 量 の 重 油 の 量

へ の 換 算 に つ い て は 、 第 六 号 の 表 備 考 ２

に 準 ず る も の と す る 。 た だ し 、 備 考 ４ に

お い て 重 油 の 量 へ の 換 算 が 行 わ れ る 原

料 を 使 用 す る ば い 煙 発 生 施 設 等 に お い

て 使 用 さ れ る 燃 料 の 量 に つ い て は 、 重 油

の 量 へ の 換 算 は 行 わ な い 。 

九 条 例 別 表 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 条 例 別 表 十 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 一 条 例 別 表 十 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 二 条 例 別 表 十 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

て は 、 第 五 号 の 表 三 の 項 及 び 四 の 項 並 び

に 第 六 号 の 表 一 の 項 及 び 三 の 項 の 対 象

と な っ た 事 業 に 係 る ば い 煙 発 生 施 設 等

の 燃 料 及 び 原 料 の 量 を 重 油 に 換 算 し た

量 並 び に 特 定 施 設 等 の 平 均 排 出 水 量 は 、

こ れ を 算 定 し な い 。 
 
 
 
 
 
 

２ 施 設 の 増 設 又 は 施 設 の 廃 止 を 伴 う 当

該 施 設 と 同 一 の 種 類 の 施 設 （ ご み 処 理 施

設 及 び 産 業 廃 棄 物 焼 却 施 設 に あ っ て は 、

処 理 す る 一 般 廃 棄 物 又 は 産 業 廃 棄 物 の

種 類 が 廃 止 す る 施 設 と 同 一 の も の で あ

る も の に 限 る 。 ） の 設 置 （ 以 下 備 考 ２ に

お い て 「 更 新 」 と い う 。 ） の 場 合 に あ っ

て は 、 燃 料 及 び 原 料 の 量 を 重 油 に 換 算 し

た 量 並 び に 平 均 排 出 水 量 と は 、 そ れ ぞ れ

増 設 又 は 更 新 の 後 に 増 加 す る こ と と な

る 重 油 に 換 算 さ れ た 量 及 び 平 均 排 出 水

量 と す る 。 
３ （ 略 ） 

項 原 料 の 種 類 （ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

二 

令 別 表 の 八 の 項 に 掲

げ る 触 媒 再 生 塔 に お

い て 用 い ら れ る 原 料 

（ 略 ） 

三 

令 別 表 の 十 二 の 項 に

掲 げ る 電 気 炉 （ ア ー

ク 炉 に 限 る 。 ） に お い

て 用 い ら れ る 原 料 

（ 略 ） 

四 

令 別 表 の 十 三 の 項 に

掲 げ る 廃 棄 物 焼 却 炉

に お い て 用 い ら れ る

一 般 廃 棄 物 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

４ 一 の 項 に お け る 燃 料 の 量 の 重 油 の 量

へ の 換 算 に つ い て は 、 第 六 号 の 表 備 考 ２

に 準 ず る も の と す る 。 た だ し 、 備 考 ３ に

お い て 重 油 の 量 へ の 換 算 が 行 わ れ る 原

料 を 使 用 す る ば い 煙 発 生 施 設 等 に お い

て 使 用 さ れ る 燃 料 の 量 に つ い て は 、 重 油

の 量 へ の 換 算 は 行 わ な い 。 

九 条 例 別 表 の 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 条 例 別 表 の 十 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 一 条 例 別 表 の 十 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種  
 類  

（ 略 ） 
 

十 二 条 例 別 表 の 十 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 



十 三 条 例 別 表 十 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 四 条 例 別 表 十 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 五 条 例 別 表 十 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 六 条 例 別 表 十 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 七 条 例 別 表 十 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 八 条 例 別 表 十 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 九 条 例 別 表 十 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 

 

別 表 第 二 （ 第 十 六 条 関 係 ） 

一 条 例 別 表 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

二 条 例 別 表 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

三 条 例 別 表 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

四 条 例 別 表 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

五 条 例 別 表 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

六 条 例 別 表 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

七 条 例 別 表 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

八 条 例 別 表 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

九 条 例 別 表 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 条 例 別 表 十 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 三 条 例 別 表 の 十 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 四 条 例 別 表 の 十 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 五 条 例 別 表 の 十 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 六 条 例 別 表 の 十 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 七 条 例 別 表 の 十 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 八 条 例 別 表 の 十 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 九 条 例 別 表 の 十 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 

 

別 表 第 二 （ 第 十 六 条 関 係 ） 

一 条 例 別 表 の 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

二 条 例 別 表 の 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

三 条 例 別 表 の 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

四 条 例 別 表 の 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

五 条 例 別 表 の 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

六 条 例 別 表 の 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

七 条 例 別 表 の 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

八 条 例 別 表 の 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

九 条 例 別 表 の 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 

十 条 例 別 表 の 十 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類  

（ 略 ） 
 



附 則 

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

十 一 条 例 別 表 十 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 二 条 例 別 表 十 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 三 条 例 別 表 十 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 四 条 例 別 表 十 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 五 条 例 別 表 十 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 六 条 例 別 表 十 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 七 条 例 別 表 十 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 八 条 例 別 表 十 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 九 条 例 別 表 十 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 類 
  

（ 略 ） 
 

十 一 条 例 別 表 の 十 一 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種  
 類  

（ 略 ） 
 

十 二 条 例 別 表 の 十 二 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 三 条 例 別 表 の 十 三 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 四 条 例 別 表 の 十 四 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 五 条 例 別 表 の 十 五 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 六 条 例 別 表 の 十 六 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 七 条 例 別 表 の 十 七 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 八 条 例 別 表 の 十 八 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

十 九 条 例 別 表 の 十 九 の 項 に 掲 げ る 事 業 の 種 
 類  

（ 略 ） 
 

  


